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  都 道 府 県 知 事 

指 定 都 市 市 長          

中 核 市 市 長 

  地方厚生（支）局長 

 

厚生労働省社会・援護局長 

厚 生 労 働 省 保 険 局 長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

生活保護法施行規則及び保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び 

保険薬剤師の登録に関する省令の一部を改正する省令の公布について（通知） 

 

 

生活保護法施行規則及び保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師

の登録に関する省令の一部を改正する省令（令和５年厚生労働省令第 55 号。以下「改正省

令」という。）については、本日令和５年３月 31 日付けで別紙のとおり公布され、同年７

月１日より施行されるところである。 

改正の趣旨及び内容は、下記のとおりであるので、十分御了知の上、管内市町村（特別

区を含む。）及び関係者に対し、その周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきを期

されたい。 

なお、改正省令施行後の運用における留意事項については、後日追って周知する予定で

ある。 

 

記 

 

第１ 改正の趣旨 

  生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号。以下「法」という。）第 49 条において、厚生労

働大臣は、国の開設した病院若しくは診療所又は薬局について、都道府県知事は、その

他の病院若しくは診療所又は薬局（以下「医療機関等」という。）について、この法律に

よる医療扶助のための医療を担当させる機関を指定することとされている。 

都道府県知事が指定する生活保護の指定医療機関（以下「生保指定医療機関」という。）

に係る指定の申請、指定更新の申請、変更届、廃止届、休止届、再開届及び辞退届につ

いては、それぞれ法第 49 条の２第１項（同条第４項により準用する場合に限る。）等に

より都道府県知事に届け出ることとされている。 

各 殿 



 

届出事項等は生活保護法施行規則（昭和 25 年厚生省令第 21 号。以下「規則」という。）

において定められているところ。その一方で、 

・ 生保指定医療機関の指定の要件として、医療機関等が健康保険法（大正 11 年法律第

70 号）第 63 条第３項第１号に規定する保険医療機関又は保険薬局（以下「保険医療機

関等」という。）であることを必要としていること（法第 49 条の２第２項第１号） 

・ 変更があった場合に届け出なければならない事項（医療機関等の名称、所在地、管

理者及び開設者の氏名等）について、保険医療機関等の届出事項と共通していること 

等の事情がある。 

令和３年度の「令和３年の地方からの提案等に関する対応方針」（令和３年 12 月 21 日

閣議決定）では、「都道府県知事等が指定する医療機関の申請（49 条の２）等について

は、令和４年度中に省令を改正し、医療機関が健康保険法に基づき行う保険医療機関等

の指定に係る申請（健康保険法（大 11 法 70）65 条）等と併せて地方厚生局を窓口とし

て行うこととする。」とされたところ。 

これを受け、指定の申請、指定更新の申請、変更届、廃止届、休止届、再開届及び辞

退届のそれぞれについて、 

・ 保険医療機関等に係る届出の際に、同一契機で生保指定医療機関に係る届出を行う

場合については、生保指定医療機関に係る届出を保険医療機関等に係る届出と併せて

地方厚生（支）局長に提出し、地方厚生（支）局（分室を含む。以下同じ。）を経由し

て都道府県知事へ届け出ることができることとするとともに、 

・ 保険医療機関等の届出と生保指定医療機関の届出を併せて地方厚生（支）局長に行

う場合の様式の改正その他所要の改正を行う。 

  

 

第２ 改正の内容 

１ 生活保護法施行規則の一部改正 

生保指定医療機関の指定の申請、指定更新の申請、変更届、廃止届、休止届、再開

届及び辞退届において、届出記載事項を保険医療機関等に係る届出記載事項と統一す

る。 

また、生保指定医療機関の届出について、保険医療機関等に関する届出と同一の契

機をもって届け出る場合には、地方厚生（支）局を経由して都道府県知事に届け出る

ことができることとする。 

さらに、都道府県知事は、指定、指定の更新又は指定の取消し若しくは停止を行う

ために必要があると認めるときは、地方厚生（支）局に対して、管理者及び開設者に

関し必要な情報の提供を求めることができることとする。 

その他所要の改正を行う。 

 

２ 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令

の一部改正 

保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令



 

（昭和 32 年厚生省令第 13 号）第３条による指定の申請（指定更新の申請を含む。）、

同令第８条による保険医療機関等に関する届出又は同令第 10 条による指定の辞退の

申出を、管轄する地方厚生（支）局長に行う場合について、医療機関等が生保指定医

療機関の指定の申請を併せて行う際の様式に係る改正その他所要の改正を行う。 

 

第３ 施行期日 

改正省令は、令和５年７月１日から施行するものとする。 

 



別紙




